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輸入貨物に係る関税評価上の取扱い等に関する照会 
 

輸入者が海外所在の業務委託者に支払う手数料の取扱いについて 

 

照 会 

照

会

内

容

等 

① 輸入貨物の品名 衣類（税表分類：第６２類） 

② 照会の趣旨 
輸入貨物に係る業務委託手数料について、関税評価上の取扱いを

照会するもの。 

③ 取引の概要及び関

税評価に関する照会

者の見解とその理由 

別紙１のとおり。 

 

④ 関係する法令条項等 関税定率法第４条第１項本文、第２号イ及び第３項 

⑤ 添付書類 照会の趣旨及びその理由等の照会事項に関する参考資料 

 

回 答 

回答年月日 令和２年１２月２２日 回答者 東京税関業務部首席関税評価官 

回

答

内

容 

別紙２のとおり。 

ただし、次のことを申し添えます。 

 

(1) 回答内容は、あくまで照会に係る事実関係を前提としたものであり、具体的な事例にお

いて異なる事実がある場合や新たな事実が生じた場合には、回答内容と異なる課税関

係が生ずることがあります。 

(2) 回答内容は、説明及び提出書類等の形式的な内容に加え、真の取引実態を反映した

ものか否かについて確認するなど、当該取引に関し判明した事実を基に検討しており

ます。 

(3) 回答内容は、税関としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものでは

ありませんのでご留意ください。 
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別紙１（照会） 

 

１．取引形態図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

２．取引の概要 

（１）本邦所在の買手であり輸入者であるＡ社（以下「輸入者」という。）は、輸入者と特殊関係にないＥ国所在

の売手であり輸出者であるＢ社(以下「輸出者」という。) との間で、契約毎に「購入契約書」を発行すること

により売買契約を締結し、輸出者から衣類（以下「輸入貨物」という。）を FOB 条件で輸入しています。 

また、輸入者は、輸出者に輸入貨物の生産に使用する資材（表生地や附属品等、貨物を縫製するため

の糸以外の材料）を輸出者に無償提供しています。無償提供資材に関して、輸入者は輸出者との間で基

本契約を別途包括的に締結しています。 

当該基本契約において、輸入者は輸出者との間で無償提供資材に対して発生し得るリスク（保管・紛失・

商標権侵害等）や、所有権の移転等について取り決めています。輸入者は、輸入者が 100%出資するＥ国

所在の子会社であるＣ社との間で「買付業務委託契約」を締結しています。  

 

（２）取引の具体的な流れは以下のとおりです。 

①発注 

輸入者は、メールで輸入貨物の価格、数量、品質、納期等の確認をします。継続した取引ということもあ   

り、以前に発注したことがある品番の輸入貨物については、その際の品番を伝えることにより価格等の確

認を行います。輸入貨物の品質・規格に関しては、仕様書に記載されています。 

②購入価格（FOB 価格）の確認及び決定 

輸出者に輸入貨物の価格を確認する際、業界の通例として「CMT」（カッティングメイキングトリミングの

略）という表現を便宜的に用いています。価格には製造に要した費用のほか、輸出者自身が負担した糸の

調達費用や梱包費用等も含んでいるため、実際には輸入貨物の FOB 価格を意味しています。 

③購入契約書の締結 

輸入貨物の価格、数量、品質、納期等を確認した後、輸入者は輸出者に輸入者サイン済みの購入契約

書をメールで送付し、輸出者がサインした購入契約書をメールで受け取ることで売買契約書を締結します。 

④資材の提供 

購入契約締結後、輸入者は輸入貨物の生産に使用する資材を国内で調達し輸出者に引き渡します。購

輸入者Ａ社 

（本邦） 
 

衣類 

貨物代金 

基本契約及び個別の購入契約 

無償材料提供 

Ｃ社 

（Ｅ国） 
 

買付業務委託契約 

買付手数料 

輸出者Ｂ社 

（Ｅ国） 
 

買付業務委託契約の履行 
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入契約書には、輸入者が提供する又は輸出者が調達する資材について、具体的な数量、納入期日等の記

載がありませんが、メールや口頭等でその都度取り決め、書面の取り交わしはしません。 

輸入者から輸出者に対しメールで無償提供資材の納期等を連絡し、資材に関わるプロフォーマーインボ

イスを送付します。Ｅ国に到着した無償提供資材は、輸出者が通関手続きを行いＥ国国内に引き取ります 

なお、輸入者は、Ｅ国における資材の通関手続に関与せず、輸出者に一任している為、具体的な実際の

手続きについて管理・把握はしていません。 

無償提供した資材については、裁断報告書で使用状況を確認しています。 

⑤生産及び出荷 

輸入者から提供された資材を用いて、輸入貨物が生産されます。生産後、輸出者から輸入者に対し船

積日時の連絡が行われ、輸出者によりＥ国における輸入貨物の輸出手続きが行われます。輸出者は、船

積書類等を輸入者に送付するとともに、FOB 条件で輸入貨物を引き渡します。なお、Ｅ国における通関手

続は輸出者が行っており、輸入者は一切関与していません。 

⑥輸入及び決済 

輸入者は、本邦に到着した輸入貨物の輸入申告を行い、国内に引取ります。引き取られた輸入貨物は

国内販売先に販売されます。輸入貨物の支払いは、輸出者から発行された DEBIT NOTE に基づき、輸入

者から輸出者に対して T/T 決済により行われます。 

 

（３）輸入者は輸出者と購入契約書及び基本契約を締結していますが、両契約の内容は以下の通りです。 

①購入契約書 

輸入者は、輸出者との間で契約毎に購入契約書を発行することにより売買契約を締結しています。輸入

貨物を購入し本邦へ引き取ることが本来の目的の取引であり、その為に輸入取引として売買契約（購入契

約書）を締結しています。 

購入契約書の表面約款では、貨物の数量や価格、支払い方法、保険付保の有無、船積予定時期等取

引の基本的な内容について定め、裏面約款では輸入貨物の瑕疵、事故、数量不足、知的財産権、製造物

責任、不良債権等の危険負担について定めています。 

購入契約書では上記の通り基本的な事項についての定めである為、輸入貨物の品質や仕様、資材等

の詳細についてはメールや電話等により確認をとりながら決めています。 

②基本契約 

輸入者は、輸出者との間で「トーリング契約」を以前より包括的に締結していました。トーリング契約は、

表生地等の主要資材を無償提供する取引では、資材の所有者たる輸入者にとって提供資材に対して発生

し得るリスク（紛失・損傷、商標権侵害等）管理の観点から社内の営業事務手続に定めがある為、締結して

いたものです。しかしながら上記トーリング契約は取引の実態と合致していない箇所や、購入契約書と重複

している箇所があった為、実態を正しく反映させた「基本契約」を新たに締結しました。取引内容は従来と変

わらず継続されることから、当該基本契約締結をもって、過去に遡及して効力を発揮させ、過去に締結した

トーリング契約は無効になり、当該基本契約は以前の取引についても効力を発する事となります。 

輸入者は輸出者に対し、上記リスク管理を鑑み補償等を誓約させているものの実態としては、何か問題

が生じた際には輸入者は都度輸出者と確認を取りながら進めている為、今のところ基本契約に規定するよ

うな問題が発生したことはない為、その規定に基づき解決した事案はありません。 

③基本契約と購入契約書の関係 

基本契約の中で、輸出者は輸出者が第三者から（場合によっては輸入者から）調達した材料を使用して

輸入貨物を製造し、輸出者と輸入者の間で都度締結される購入契約書に従い、輸入貨物（製品）を輸入者

に販売すると定めています。また基本契約と購入契約書の条項の間で矛盾がある場合は、購入契約書の

条項が優先するものと基本契約の中で定めています。 

なお、無償提供した資材の所有権については、輸出者が輸入貨物の製造に同資材を使用した時点で、

輸入者から輸出者に移転するものとし、輸出者の所有物である貨物が完成し、FOB 条件で輸入者に輸入

貨物が引き渡された際に、輸入者が当該輸入貨物を購入する事でその所有権が輸出者から輸入者に移

転されるため、貨物が完成した時点での貨物の所有権は輸入者ではなく輸出者にあります。よって輸入者

は購入契約書に従って輸入貨物を購入する事となりますので、基本契約と購入契約書の二つの契約書が

存在しています。 

また、輸入貨物と提供資材の危険負担についてはインコタームズ通り、それぞれ ON BOARD の時点で

移転します。 
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（４）輸入者は、Ｃ社との間で買付業務委託契約を締結しています。そして、輸入者は、当該買付業務委託契

約に基づき、Ｃ社が行う業務の対価として、月額固定の業務委託料をＣ社に支払っています。 

 

（５）買付業務委託契約において、輸入者がＣ社に委託している業務は下記の通りです。 

①委託契約地域において、適切で資格があり信頼できる商品の製造者を見つけること 

②輸入者からの注文、指示及び情報を各製造会社に伝達すること 

③生産中及び生産後の商品を検査すること 

④商品の生産と出荷が輸入者の指示に従って行われるように必要な措置を講じること 

⑤商品の購入に関して、委託契約地域内の輸入者のビジネスを支援するためにすべて及びその他の可能

なサービスを実施すること 

⑥輸入者が随時行う要求や指示に従って委託契約地域を訪問する日本のクライアントをアテンドすること 

 

（６）①、③及び⑥の業務については、照会の取引に関し、当該業務を行っていないが今後行う為規定してい

ます。 

②の業務については、照会の取引では、輸出者の営業担当者が日本語によるコミュニケーションが可能

なため、当該業務に該当するものはありませんが、工場の担当者が交代し、日本語によるコミュニケーショ

ンが取れなくなる場合は、行う為規定しています。 

④の業務については、照会の取引では発生していませんが、Ｃ社は、輸入者と輸出者の全てのメールの

CC に入る事で単価や納期等、業務に係る情報を常に共有し、何かあれば対応できる体制をとっています。 

⑤の業務については、例えば、納品後に品質不良等が発生した際には、輸入者に代わり工場を訪問して

原因を確認し、輸入者に対して報告を行う等、輸出国において輸入者に代わり輸出者と直接連携する体制

をとっています。 

 

（７）Ｃ社が行う業務の対価については、輸入者とＣ社との間で半期毎に予め合意された月額固定の業務委託

料として輸入者からＣ社に支払われます。Ｃ社は輸入者の他の営業部や複数の子会社の業務も行っている

事から、輸入者はＣ社に支払う総額のうち、各営業部及び各子会社に対する業務負担量を半期毎に見直し、

業務負担量に応じて配分を行い、内訳を決定しています。 

 

（８）なお、Ｃ社が輸入貨物の瑕疵や欠陥等のリスクを負ったり、輸出者からも業務委託料を受領したり、輸出

者のリスクと計算の下、輸入貨物の売買に関わることはありません。また、輸出者の為の業務を行っている

事実はありません。 

 

（９）輸入者は、輸入貨物の生産のための資材（表生地や附属品など、貨物を縫製するための糸以外の材料）

を輸出者に無償提供していますが、それらが輸出者に到着するまでの手配は輸入者が行っており、当該資

材の無償提供に係る業務にＣ社は関与していません（輸出者が購入する資材（貨物を縫製するための糸）

は輸出者が自ら手配・購入しています。） 

 

３．関税評価に対する照会者の見解 

輸入者と輸出者は、「購入契約書」により、輸入取引における貨物の数量や価格、支払い方法、保険付

保の有無、船積予定時期、また貨物の瑕疵、事故、数量不足、知的財産権、製造物責任、不良債権等の

危険負担について取り決めています。また輸入者と輸出者は当該輸入貨物を製造する為に使用している

無償提供資材の危険と所有権については、基本契約の中で、輸入貨物の製造に使用された時点で輸入者

から輸出者に移転する事と定めています。よって当該取引は、輸入者が輸出者に所有権のある輸入貨物

を、購入契約書の内容に従って購入する売買契約となりますので、輸入者と輸出者との売買が輸入取引で

あり、輸入者が買手、輸出者が売手と考えます。 

本取引において、Ｃ社は輸入者の指示により、輸入者の代理として必要に応じ買付業務に関する業務の

みを行っている者であることから、輸入者がＣ社に支払う「手数料」は、関税定率法第４条第１項第２号イに

規定する「買付けに関し当該買手を代理する者に対し、当該買付けに係る業務の対価として支払われるも

の」に該当し、当該「手数料」は非加算と考えます。 
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別紙２（回答） 
 

【回答内容】 

当該取引は、法第４条第３項に規定する、委託者から直接又は間接に提供された原料又は材料を外国にお

いて加工又は組立てをし、その加工等によってできた製品を取得することを内容とする委託者と受託者との間

の取引と認められ、当該取引において委託者が中間者に支払う手数料のうち輸入貨物に係る手数料は、関税

定率法第４条第１項第２号イに規定する「仲介料その他の手数料」に該当することから、輸入貨物の課税価格

に算入されます。 

 

【理由】 

Ⅰ．輸入取引の認定について 

１．関係法令等 

関税定率法（以下「法」という。）第４条第１項本文において、輸入貨物の課税標準となる価格（以下「課税

価格」という。）は、当該輸入貨物に係る輸入取引がされた場合において、当該輸入取引に関し買手により

売手に対し又は売手のために、当該輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格に、その

含まれていない限度において運賃等の額を加えた価格とすると規定されています。 

上記「運賃等の額」として、同項第２号イにおいて、輸入貨物に係る輸入取引に関し買手により負担され

る手数料のうち、仲介料その他の手数料（買付けに関し当該買手を代理する者に対し、当該買付けに係る

業務の対価として支払われるものを除く。）は課税価格に算入するとされています。 

関税定率法基本通達（以下「通達」という。）４－１（１）において、「輸入取引」とは、本邦に拠点を有する

者が買手として貨物を本邦に到着させることを目的として売手との間で行った売買であって、現実に当該貨

物が本邦に到着することとなったものをいい、通常、現実に貨物を輸入することとなる売買がこれに該当す

るとされています。また、同（３）において、輸入取引における「買手」「売手」とは、実質的に自己の計算と危

険負担の下に輸入貨物に係る輸入取引をする者であり、具体的には、自らの輸入取引における輸入貨物

の品質、数量、価格等について取り決め、瑕疵、数量不足、事故、不良債権等の危険を負担する者とされ

ています。 

また、法第４条第３項において、本邦にある者（以下この項において「委託者」という。）から委託を受けた

者（以下この項において「受託者」という。）が当該委託者から直接又は間接に提供された原料又は材料を

外国において加工又は組立て（以下この項において「加工等」という。）をし、当該委託者が当該加工等によ

ってできた製品を取得することを内容とする当該委託者と当該受託者との間の取引に基づき当該製品が本

邦に到着することとなる場合には、当該取引を輸入取引と、当該委託者を買手と、当該受託者を売手と、当

該加工等の対価として現実に支払われた又は支払われるべき額を輸入貨物につき現実に支払われた又は

支払われるべき価格とそれぞれみなして、前２項の規定を適用すると規定されており、またこの場合におい

て、第１項第２号イ中「手数料（買付けに関し当該買手を代理する者に対し、当該買付けに係る業務の対価

として支払われるものを除く。）」とあるのは、「手数料」とすると規定されています。 

 

２．輸入取引の認定について 

 本件取引において輸入者は、輸出者との間で「購入契約書」及び「基本契約」を締結し、自ら調達した原材

料を輸出者に提供のうえ、規格、品質、形状、デザインなどを指定した製品の製造を輸出者に依頼し、その

完成品を取得する取引を行っています。 

取引の概要（２）によりますと、輸入者は輸入貨物の発注に際し、輸出者にＣＭＴ（これはカッティングメイ

キングトリミングの略で、輸出者が負担した一部の調達費用や梱包費用等も含んだ、製造に要した費用で

あると説明があります。）という取引形態で交渉をしています。また、輸入者は輸出者に製品のサンプル（現

物）を送付し、輸入者が希望する価格で製造を請け負う工場の調査依頼をしています。輸入者の仕様及び

数量等の条件に見合う工場を選定した輸出者は、輸入者と価格・数量・納期等を取り決め、輸入者から「購

入契約書」を受けることで個別の契約に合意し、貨物の製造を行います。 

さらに輸入者は、「基本契約」に基づき、生地や付属品といった原材料を輸出者に提供しており、輸出者

は、輸入者から引き渡しを受けた原材料を仕様書の指示どおり加工しています。その後、貨物の数量や価

格、支払い方法、保険付保の有無、船積予定時期等、購入契約書の取決めに従い輸出され、本邦にて貨

物を引き取ることで契約が完了します。 
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本件取引についての照会者の見解は、「購入契約書」により、輸入取引における貨物の数量や価格、支

払い方法、保険付保の有無、船積予定時期、貨物の瑕疵、事故、数量不足、知的財産権、製造物責任、不

良債権等の危険負担について取り決め、さらに「基本契約」を基に輸入者から輸出者へ提供される生地など

の原材料の所有権が、引渡しの際に輸出者へ移転し、加工後の製品の所有権は輸入者に引き渡すまで輸

出者にあることから、個別の「購入契約書」の内容に従って購入する売買契約であるとの見解です。 

しかしながら、取引全体において輸入者が提供する仕様書の明細や製造や加工を主とする価格の決め方、

原材料及び製品に対する輸入者による事実上の管理が、輸出者に比べ主導的権限を持っていることなどか

ら、輸出者が自己の計算によって売買を行っているとは認められません。一方で、輸入者自らの計算で国内

にて調達した提供資材を基に仕様書にて企画した作業を委託し、輸入者が希望する価格や品質、形状、デ

ザインが主導的に取り決められ、製造や加工といった作業を含めた対価を支払うこととしていますので、法

第４条第３項で規定する「本邦の委託者から委託を受けた受託者が当該委託者から直接又は間接に提供さ

れた原料又は材料を外国において加工等をし、当該委託者が当該加工等によってできた製品を取得するこ

とを内容とする当該委託者と当該受託者との間の取引に基づき当該製品が本邦に到着することとなる場合」、

すなわち逆委託加工貿易取引に該当すると認められます。 

なお、逆委託加工貿易取引であると認定するに際し、以下の内容を総合的に勘案しました。 

・取引全体から、輸入者は、仕様書に基づいて予め規格、品質、形状、デザインなどを指定して物品の製

造や加工を業とする者に発注しており、指定した内容に見合う原材料を自らの計算で国内にて調達し輸

出者に提供していること。 

・「基本契約」において、材料の所有権は材料が製品の製造に使用された時に輸入者から輸出者に移転

するとされている。しかしながら、当該材料は、輸入者にしか販売することができない製品の製造に投入さ

れるのであって、輸出者は一見材料の所有権を有しているように見えるが当該材料を自由に処分すること

ができない状態であり、輸出者は当該材料を支配しているとは認められないこと。 

・「基本契約」において、輸入者が輸出者に材料を提供する場合に、輸入者から提供された材料に損傷又

は不足があった場合には輸出者は輸入者の指示に従うことと規定されており、輸入者の管理の下に材料

の供給を受けていると認められること。 

・「基本契約」において、製品の所有権は、製品が輸出者から輸入者へ適正に配達されたときに輸入者に

移転するとしながらも、Ｂ品・余剰品を供給、配布、配送、販売または販売の申し出をすることができないこ

とと規定されており、輸出者は一見製品の所有権を有しているように見えるが、製品を自由に処分する権

限がなく、あくまでも、輸入者が事実上管理し、またその指示により製品の製造や加工を行っていると認め

られ、自己の計算により売買を行っているとは認められないこと。 

・「基本契約」において、原材料及び製品に関する帳簿及び記録を契約中は常に輸入者が確認でき、在庫

確認も可能であることから、輸入者が事実上管理していること。 

・輸入者は、ＣＭＴという加工賃の対価を主とした取引価格で交渉し、輸出者も加工賃として認識した調整

を行っていること。 
  よって、当該取引を輸入取引と、輸入者（委託者）を買手と、輸出者（受託者）を売手と、輸入者から輸出者

に支払われる加工賃を現実支払価格とみなして法第４条第１項の規定を適用することとなります。 

 

Ⅱ．手数料の検討 

１．関係法令等 

  Ⅰ.２より、当該取引を輸入取引と、輸入者（委託者）を買手と、輸出者（受託者）を売手と、輸入者から輸出

者に支払われる加工賃を現実支払価格とみなして法第４条第１項の規定を適用することとなります。 

  通達４－９において、法第４条第１項第２号イに規定する「仲介料その他の手数料」の意義及び取扱いにつ

いて、(1)仲介料その他の手数料とは、輸入取引に関して業務を行う者に対し買手が支払う手数料であり、

(2)仲介料その他の手数料に該当するか否かの判断は、契約書等における名称のみによるものではなく、

手数料を受領する者が輸入取引において果たしている役割及び提供している役務の性質を考慮して行うも

のとされています。 

 

２．輸入者がＣ社に支払う手数料の検討 

法第４条第１項第２号イ及び同条第３項における読替えにより、輸入貨物に係る輸入取引に関し買手によ

り負担される手数料のうち、仲介料その他の手数料は課税価格に算入するとされています。従って、輸入取
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引にかかる手数料であるか否かを検討していきます。 
取引の概要（５）買付業務委託契約において、輸入者がＣ社に委託している業務を下記のように記載して

います。 

①委託契約地域において、適切で資格があり信頼できる商品の製造者を見つけること 

②輸入者からの注文、指示及び情報を各製造会社に伝達すること 

③生産中及び生産後の商品を検査すること 

④商品の生産と出荷が輸入者の指示に従って行われるように必要な措置を講じること 

⑤商品の購入に関して、委託契約地域内の輸入者のビジネスを支援するためにすべて及びその他の可

能なサービスを実施すること 

⑥輸入者が随時行う要求や指示に従って委託契約地域を訪問する日本のクライアントをアテンドすること 

以上の業務のうち、①から③及び⑥の業務については、 取引の概要（６）に当該業務を行っていないが今

後行う為規定していると説明がありますので、今後の取引実態により判断することとなります。④及び⑤に対

し、当該手数料を受領するＣ社が輸入者の輸入取引において果たしている役割及び提供している役務の性

質を業務委託契約から判断すると、これらは製品の加工をするための費用と考えられ、輸入取引にかかる

手数料と認められます。 

以上のことから、輸入者がＣ社に支払う当該手数料のうち、輸入取引に関して業務を行うものに対して支

払われる手数料のうち輸入貨物に係るものは法第４条第１項第２号イに規定する「仲介料その他の手数料

」と認められ、加算となります。 

 

【付記事項】 

本事案の評価結論は、輸入者からの説明及び提出された資料により、形式的な記載内容を精査したうえ、

真の取引実態を反映したものか否かについて確認する等、個別的な事実を総合的に考慮しています。また

、あくまで現時点で判明している事実を前提としたものであり、別の事実が判明した場合には、異なる結論

となる可能性があります。 

 


